
 

 

 

生駒山麓公園 

（駐車場） 

 

仕様書 



生駒山麓公園（駐車場）仕様書  

  

生駒山麓公園駐車場（以下「駐車場」という ｡)について、指定管理者が行う

業務の内容及びその範囲等は、この仕様書による。   

 

１  休場日等  

(1) 駐車場の休場日、入出場時間 等  

 ①  休場日   

   ・火曜日（６月１日から９月３０日までの期間を除く。）。ただし、

国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休

日が火曜日にあたる場合は、この限りでない。  

・１２月２７日から翌年 1 月 5 日までの期間。  

 ②  入出場時間  信貴生駒スカイライン側：午前６時３０分から午後１

０時まで  

         市道生駒 ﾃｯｸ線側：午前８時から午後 1０時まで  

 ③  窓口受付時間  午前９時から午後９時まで（ふれあいセンターと同

様）  

 

※公園出入口の門扉の開閉  

①閉鎖期間  １２月２７日から１月５日まで。ただし、指定管理者が必要

と認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けて、これを変

更し、又は閉鎖することができる。  

②開放時間  信貴生駒スカイライン側：午前６時３０分から午後１０時

まで  

市道生駒 ﾃｯｸ線側：午前 ８時から午後 1０時まで  

ただし、大会等で時間外に開閉門する場合は市と協議。  

 

２  駐車場に駐車できる車両  

道路運送車両法施行規則別表第 1 に掲げる自動車 (二輪自動車を除く。 )の

うち、普通自動車、小型自動車及び軽自動車  

区分  大きさ  総排気量  

普通自動車  小型規格のうち、 1 つでも超えれば普通自動車となる。  

（バスも含まれる ｡) 

小型自動車  長さ  4.7m 以下、幅  1.7m 以下、高さ  

2.0m 以下  

2000cc 以下  

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ車は排気量の

制限なし  

軽自動車  長さ  3.4m 以下、幅  1.48m 以下、高さ  

2.0m 以下  

660cc 以下  

 

３  駐車場使用料（ R5年 10月現在）  

区   分  駐車１回当たりの金額  

自動車（マイクロバス及びバスを除く ｡) ５２０円  

マイクロバス  １，４７０円  

バス  ２，０９０円  



備考  
１  「マイクロバス」とは、普通自動車のうち乗車定員が１１人以上

２９人以下のものをいう。  
２  「バス」とは、普通自動車のうち乗車定員が３０人以上のものを

いう。  
３  次に掲げる自動車（マイクロバス及びバスを除く ｡)は、無料とす

る。  
(1) 市内に住所を有する者が自ら運転する自動車  
(2) 市 内に 事 務 所 若 しく は 事 業 所を 有 す る個 人 又 は 市内 に 存 する

事務所若しくは事業所に勤務する者が自ら運転する自動車  
(3) 市内に存する学校に在学する者が自ら運転する自動車  
(4) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けた者が自ら運転し、又は同乗する自動車  

 

４  施設設備の概要  

  別紙「生駒山麓公園駐車場位置図」参照  

  別紙「駐車場管理システムの概要」参照  

 

５  駐車場の入出場の手順  

  別紙「生駒山麓公園駐車場ゲート設置概要」参照  

 

６  業務の内容  

 (1) 駐車場の運営に関すること。  

①  駐車場全体における円滑な車両の入出庫管理  

  ②  駐車場の監視  

  ③  利用者等への利用方法等の説明、問い合わせへの対応、案内等  

  ④  混雑時の駐車場利用者の誘導及び整理  

  ⑤  長期駐車自動車及び放置自動車の把握及び対応  

  ⑥  利用の禁止又は制限及び監督処分  

  ⑦  災害、事故、クレーム等のトラブルへの対応・処理  

  ⑧  使用料の徴収、減免手続  

  ⑨  駐車場使用料免除券（パスカード）の作成、発行及び管理  

⑩  その他駐車場管理に必要な業務・事務  

 

＜管理運営の留意事項等＞  

・業務開始前に、駐車場機器を作動させ、機器に故障・損傷等がないか、

正常に作動するかを確認すること。  

・業務時間内において、常に駐車場機器等が完全に作動している事を確

認するとともに、機器の故障について連絡又は表示がある場合には、

適切に処理し、完全な状態に回復すること。また、その顛末を 速やか

に市に報告すること。  

・駐車車両及び駐車場周辺が常に正常な状態にあるかを適時確認すると

ともに、異常を発見したときは、ただちに 必要な措置を講ずること。  

・入出場する車両について、利用方法、駐車場機器の取扱い等が適正を

欠く場合は、適時、指導・助言を与えること。また、利用者には丁寧

に礼儀正しく対応すること。  

・車両が危険物を積載しているか否か、駐車場周辺に危険物が放置され

ていないかを常に確認するとともに、このような状態を発見したとき



は、直ちに適切に対処すること。  

・駐車場の入出場口付近において入出場車両が列をなす等混雑する可能

性がある場合は、適時必要な措置を取るとともに道路上での混雑を回

避させること。  

また、駐車場が満車の場合は、駐車場入口付近から他に移動させるな

ど、万全の措置を取り、道路上での混雑を回避させること。  

・駐車場機器について故障が発生し、 直ちに回復する見込みがないとき

は、回復までの間、車両の入出場は手動等により行い、料金徴収、入

出場等に支障を来さないように措置すること。  

・通行人・駐車場入出場車等の安全確保のため、常に細心の注意をもっ

て、適切な指導助言を与えること。  

・使用料の額、パスカードの取扱い、利用方法等の基本的な事項につい

て、必要な掲示、利用者への説明等を行い、円滑な運営に支障が生じ

ないように充分に留意するとともに、トラブル、苦情等を未然に防止

するための創意工夫に努める こと。  

・業務の遂行に際しては、事故等の発生防止に万全を期すこと。事故等

が発生したときは、適時必要な措置をとること。  

・業務終了時には駐車場内及び駐車場機器に異常がないことを確認し、

異常があれば適切に措置すること。  

・入出場区分ごとの利用台数、使用料の徴収状況 、区分ごとの無料処理・

減免の実施状況、パスカードの発行数・発行先、 業務内容等を記録し

た日報を作成するとともに、 毎月、市の指示に基づき、必要なデータ

を添付した報告書を提出すること。  

 

＜使用料の徴収、減免等の留意事項 ＞  

・市の収入となる駐車場使用料の徴収事務を行う徴収事務受託者として、

駐車場使用料の回収、点検及び収納保管を適正に行い、市の指示に基

づき、指定する金融機関等に払い 込むこと。  

・適宜、料金精算機のつり銭補充を行うとともに、使用済み駐車券の回

収、保管を行うこと。  

  ・駐車場使用料の無料処理、減免及びパスカードの発行については、 別

紙「生駒山麓公園駐車場  使用料減免・パスカード等取扱要領 」に基づ

き、実施すること。  

 

 

 

 (2) 駐車場の施設設備等の維持管理・保守点検に関すること。  

  ①  施設設備等の維持管理・保守点検  

駐車場機器については、以下に掲げる保守点検を実施するとともに、

外観・機能ともに、常に良好な状態に保たれるよう 適切に維持管理を

行い、必要部品の補充・交換、緊急時の応急措置、修理業務の対応・

処理を行うこと。  

 

  ［保守点検の対象］  

保守対象機器  数量  

駐車券発行機  ２  



自動料金精算機  １  

出口判定機  １  

定期券読取機  ２  

カーゲート  ６  

バーキャッチャー  ２  

場内満車灯  ２  

入口表示灯（満空表示）  ３  

車両検知器（自立型２ループ）  ６  

監視盤  １  

割引ライター  ４  

定期券書込み機  １  

 

  ［保守点検の内容等］  

  ・上表の保守対象機器について、点検、注油、調整等の整備を４ヶ月に

１回行うこと。  

  ・点検作業の日程等については、駐車場の利用に支障が生じないよう市

と協議の上決定すること。  

  ・点検時に明らかとなった機器等の損傷、障害については、その都度確

実に修理し、正常な機能の維持を図る こと。  

 

  ②  駐車場運営に必要な消耗品・印刷物等の調達、必要経費の支払  

  ③  市との協議に基づく軽微な修繕、補修  

 

 (3) その他駐車場管理に必要な業務・事務  

 

７  その他  

 (1) 職員の配置  

①  早朝、夜間等における駐車場使用料の無料処理、パスカードの発行

等の業務その他の窓口対応については、公園部分の警備業務において、

公園出入口の門扉の開閉作業を仕様として定めていることから、これ

らを担当する警備員等に当該窓口対応を担わせる など、運営業務に支

障が生じないよう適切な人員体制を構築すること。  

②  土・日・祝日、繁忙期、行事開催時等で、山麓公園内又は山麓公園

に接続する道路の混雑、路上駐車等が見込まれる場合は、 車両誘導等

のため必要な人員を追加して配置し、円滑・安全な通行が確保できる

ような措置を講ずること。  

  なお、山麓公園には「生駒市清掃センター」が近接することから、

スカイライン側接続道路を利用する廃棄物運搬用の大型車両の通行に

支障が生じないよう特に留意すること。  

 

８  協議   

この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理につい

て疑義が生じた場合は、法令 等に定めのある場合を除き、生駒市と協議し、決

定する。  

 

９  業務を実施するにあたっての注意事項  



 業務を実施するにあたっては、次の事項に留意して円滑に実施するものとす

る。  

(1) 公の施設であることを念頭において、公平な運営をすること 。  

(2) 指定管理者が施設の運営管理に係る各種 規程・要綱等を作成する場合

は、生駒市と協議を行うこと 。  

(3) 各種規程がない場合は、生駒市の諸 規程に準じること。  

 



生駒山麓公園駐車場位置図②

生駒山麓公園駐車場位置図②



駐車場管理システムの概要



1 条件

2 対象者 市民等の利用 市外からの利用 市民等の利用
市外からの利用

自動車（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ及びﾊﾞｽを除
く）

3 精算機で支払う料金 無料 ５２０円

4 入場方法 【入場】
・パスカード利用
・パスカードなしの場合、発券
ボタンを押して駐車券を取って
入場。

【出場】
・パスカード利用
・管理事務所で駐車券に割引
処理をしてもらい出口判定機
に投入して出場。

【入場】
・パスカード利用
・パスカードなしの場合、発券
ボタンを押して駐車券を取って
入場。

【出場】
・パスカード利用
・管理事務所で駐車券に割引
処理をしてもらい精算機に投
入して出場。

【入場】
・発券ボタンを押して駐車券を
取って入場。

【出場】
・信貴生駒スカイライン側の精
算機に駐車券を投入。所定の
料金を払って出場。

5 満車の表示

6 駐車場台数

※駐車場番号は、別紙位置図に付した番号である。

※市民等とは、市内在住・在勤・在学者、障がい者その他パスカードの交付を受けることができる者をいう。

※料金・台数・満車表示台数ついて、H25年１２月現在

設置場所１　東側駐車場
Ｐ⑧付近に設置するゲート（小型車対応）

設置場所２　東側進入路
多目的広場付近（園路）に設置するゲート（小型車対応）

市道生駒テック線から入り、スカイラインから出る場合

Ｐ⑤、Ｐ⑥、Ｐ⑨⑩の各エリアの満車表示有り
※満車表示台数　Ｐ⑤１００台、Ｐ⑥８５台、Ｐ⑨⑩３０台（設定の変更可）

Ｐ②（４５台）＋Ｐ③（７４台）＋Ｐ④（８台）＋Ｐ⑤（８２台）＋Ｐ⑥（５０台）＋Ｐ⑨（１８台）＋Ｐ⑩（１０台）＋Ｐ⑪（７台）＝２９４台

市道生駒テック線からの出入

市民等のみ利用

Ｐ⑦（４５台）＋Ｐ⑧（３４台）＝７９台

市道生駒テック線からの出入の場合

【入場】
パスカードのみ利用可能
【出場】
パスカードのみ利用可能

Ｐ⑦＋Ｐ⑧エリアの満車表示有り
※満車表示台数９０台（設定の変更可）

◎生駒山麓公園駐車場ゲート設置概要



1 条件

2 対象者 市民等の利用
市外からの利用

自動車（ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ及びﾊﾞｽ
を除く）

定期バス 観光バス マイクロバス 市民等の利用 市外からの利用

3 精算機で支払う料金 無料 ５２０円 免除 係員が徴収（２，０９０円） 係員が徴収（１，４７０円） 無料

4 入場方法 【入場】
・パスカード利用。
・パスカードなしの場合、
発券ボタンを押して駐車
券を取って入場。

【出場】
・パスカード利用
・管理事務所で駐車券に
割引処理をしてもらい精
算機に投入して出場。

【入場】
・発券ボタンを押して駐車
券を取って入場。

【出場】
・信貴生駒スカイライン側
の精算機に駐車券を投
入。所定の料金を払って
出場。

【入場】
・専用リモコンで開錠し入
場。

【出場】
・専用リモコンで開錠し出
場。

【入場】
・発券機に備え付けのイン
ターホンで管理事務所に
連絡し、ゲートを遠隔開錠
してもらい入場。
　
【出場】
・精算機に備え付けのイン
ターホンで管理事務所に
連絡し、ゲートを遠隔開錠
してもらい出場。

【入場】
・発券機に備え付けのイン
ターホンで管理事務所に
連絡し、ゲートを遠隔開錠
してもらい入場。

【出場】
・精算機に備え付けのイン
ターホンで管理事務所に
連絡し、ゲートを遠隔開錠
してもらい出場。

【入場】
・パスカード利用。
・パスカードなしの場合、発
券ボタンを押して駐車券を
取って入場。

【出場】
・パスカード利用
・管理事務所で駐車券に割
引処理をしてもらい出口判
定機に投入して出場。

5 満車の表示

6 駐車場台数

7 その他

※駐車場番号は、別紙位置図に付した番号である。

※市民等とは、市内在住・在勤・在学者、障がい者その他パスカードの交付を受けることができる者をいう。

※料金・台数・満車表示台数ついて、H25年１２月現在

Ｐ②（４５台）＋Ｐ③（７４台）＋Ｐ④（８台）＋Ｐ⑤（８２台）＋Ｐ⑥（５０台）＋Ｐ⑨（１８台）＋Ｐ⑩（１０台）＋Ｐ⑪（７台）＝２９４台

◎定期バス　　⇒信貴生駒スカイラインから入り、ふれあいセンター前でお客を昇降し、信貴生駒スカイラインから出て行く。

◎観光バス　　⇒信貴生駒スカイラインから入り、ふれあいセンター前でお客をおろし、観光バスは信貴生駒スカイライン沿いのＰ①駐車場で待機する。時間がきたらふれあいセンターまで
　　　　　　　　　　　お客を迎えに行き、信貴生駒スカイラインから出て行く。
◎マイクロバス⇒信貴生駒スカイラインから入り、ふれあいセンター前でお客をおろし、マイクロバスは信貴生駒スカイライン沿いのＰ①駐車場で待機する。時間がきたらふれあいセンターまで
　　　　　　　　　　　お客を迎えに行き、信貴生駒スカイラインから出て行く。

設置場所３　西側進入路
Ｐ①からＰ②中間付近（園路）に設置するゲート（大型車対応）

信貴生駒スカイラインから出入する場合 スカイライン側から入り、市道生駒テック線から出る場合

Ｐ⑤、Ｐ⑥、Ｐ⑨⑩（テニスコート）の各エリアの満車表示有り
※満車表示台数　Ｐ⑤１００台、Ｐ⑥８５台、Ｐ⑨⑩３０台（設定の変更可）

◎生駒山麓公園駐車場ゲート設置概要



生駒山麓公園駐車場 使用料減免・パスカード等取扱要領 

 

 生駒山麓公園駐車場に係る使用料の無料処理、減免及びパスカードの取扱いについては、次のと

おりとする。 

 

１ 駐車場使用料の無料処理 

 (1) 次に掲げる自動車（マイクロバス及びバスを除く｡)は、生駒市都市公園条例に基づき、駐車

場使用料が無料となることから、利用者から駐車券の提示を受け、駐車券認証システムにより、

使用料を無料とするための磁気処理を行うこと。 

① 市内に住所を有する者が自ら運転する自動車 

② 市内に事務所若しくは事業所を有する個人又は市内に存する事務所若しくは事業所に勤

務する者が自ら運転する自動車 

③ 市内に存する学校に在学する者が自ら運転する自動車 

④ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が自ら運転し、

又は同乗する自動車 

 

 (2) 要件の確認については、「３(1)④」に記載する書類の提示又は提出を求めるものとする。 

 

２ 駐車場使用料の減免 

(1) 次のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合は、駐車場使用料を免除するものとし、「１

(1)」と同様に、無料処理（必要があると認める場合は、パスカードの発行）を行うものとする。 

① 道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 39 条第 1 項に規定する緊急自動車 

② 山麓公園において、国又は地方公共団体の職員が公務を行うために使用する自動車 

③ 山麓公園の管理業務等のために使用する自動車 

 （指定管理者の指定管理業務、自主事業、ふれあいセンターの管理業務等を行うために指定

管理者、受託事業者等が使用する自動車、市の承認を受けたボランティア団体、ＮＰＯ等の

事業に使用する自動車など） 

④ 国又は地方公共団体の自動車で駐車場の施設等を調査研究するために使用するもの 

⑤ その他市長が特に必要があると認める自動車 

 ア 駐車場使用料を無料としている障がい者に準じ、以下の書類を所持している者が自ら運

転し、又は同乗する自動車についても免除とする。 

 ・障害福祉サービス受給者証 

・特定疾患医療受給者証（原因不明で治療方法が確立されていない希少な疾病で、国が定め

る４５疾患（平成１５年１０月１日改正）） 

・小児慢性特定疾患医療受診券（児童福祉法第 21 条の 5 に基づき、子どもの慢性疾患のう

ち国が指定した疾患） 

・被爆者健康手帳（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律） 

   イ マイクロバス・バスについては、条例上市民等への無料措置の対象としていないが、次

の場合には免除とする。 



・市内の保育園、幼稚園、小中学校等がバス等により来場する場合 

・市内在住者が半数以上を占める団体がバス等により来場する場合 

・その他上記に準ずるものとして、市が指示する場合 

ウ 駐車場使用料を無料としている市内に住所を有する者が自ら運転する自動車に準じ、 

運転経歴証明書の交付を受けた市内に住所を有する者が同乗する自動車についても免除

とする。 

※ 上記のほか、送迎等を目的とした短時間の利用に配慮するため、30 分以内の駐車は駐車

場管理システム上、無料の取扱いとする。 

 

(2) 次に掲げる場合は、駐車料金を減額するものとする。 

① ふれあいセンター及び野外活動センターの宿泊者が駐車する車両（無料となる車両を除

く｡)については、当該宿泊期間中に出場し、再度入場した場合であっても、駐車１回分の使

用料のみを徴収することとし、宿泊者からの申出により、臨時にパスカードを貸与する等の

方法により対応するものとする。 

② その他上記に準ずるものとして、市が指示する場合 

 

３ 駐車場使用料免除券（パスカード）の作成、発行及び管理 

 次に掲げる者については、パスカードを交付するものとする。 

  ・駐車場の使用料を無料とする自動車を自ら運転する者（障がい者については同乗者を含む｡) 

  ・駐車場の使用料を免除する自動車につき必要があると認める者 

  ・その他駐車場の利用につき特に必要があると認める者 

 

 (1) 交付申請 

  ① パスカードの交付を受けようとする者からは、駐車場使用料免除券交付申請書の提出を受

けるものとする。 

    交付申請書には、パスカードの交付条件、注意事項及び当該交付条件等を遵守する旨の文

言を明示するものとする。 

  ② 申請窓口 

    生駒山麓公園管理事務所（ふれあいセンター内） 

  ③ 申請方法 

   ・窓口での直接申請 

要件を確認の上パスカードを作成し、即日発行を行うこと。 

   ・郵送による申請 

申請書に必要書類及び返信用封筒を添付した上で郵送による提出があった場合は、要件

の確認を行い、作成したパスカードを速やかに郵送すること。（郵送に当たっては簡易書

留等を利用すること｡) 

   ※パスカードの券面の表示、文言等については、市と協議するものとし、発行に際しては、

個別に管理用の番号を付記すること。 

  ④ 必要書類 



パスカードを発行する者の要件の確認に当たっては、次表に定める書類の提示又は提出を求

めること。 

運転免許証等については、提示による確認（免許証番号の記録）のみとする。ただし、郵送

による申請の場合は、写しの提出を求めるものとする。 

区分 運転免許

証の確認 

その他の書類 

市内に住所を有する者 ○  

市内在勤者 市内に存する事務

所又は事業所に勤

務する者 

○ 在勤証明書又は事業主が作成・発行した

もので、氏名・会社名・勤務地（市内）

が確認できるもの（社員証、雇用通知書

または健康保険証等の公的証明書。名刺

は不可） 

※申請日において、概ね 3 ヶ月以上勤務

し、引き続き 3 ヵ月以上勤務する予定で

あること。 

※概ね月の半分相当勤務していること。 

市内に事務所又は

事業所を有する個

人 

○ ※次のうち 2 種類以上の書類の写し又は

自営業従事申立書 

・宛名に事務所等の所在地・名称（また

は住所・氏名）の記載されている公共料

金領収書、名刺、直近の確定申告書の控

え、商業登記簿、営業許可書、開業届そ

の他本人の自営を合理的に類推すること

ができるもの 

市内に存する学校に在学する者 ○ 通学先が明記された学生証の写し 

障がい者 身体障がい者 × 身体障害者手帳の写し又は障害福祉サー

ビス受給者証の写し 

知的障がい者 × 療育手帳の写し又は障害福祉サービス受

給者証の写し 

精神障がい者 × 精神障害者保健福祉手帳の写し又は障害

福祉サービス受給者証の写し 

難病患者 特定疾患 × 特定疾患医療受給者証の写し 

小児慢性特定疾患 × 小児慢性特定疾患医療受診券の写し 

原爆被爆者 × 被爆者健康手帳の写し 

運転経歴証明書の交付を受けた市

内に住所を有する者 
× 

運転経歴証明書及び市内に住所を有する

者であることが確認できるもの（マイナ

ンバーカード、健康保険証、公的機関が

発行する手帳やこれらに準ずるもの） 

 

 



 (2) パスカードの交付に係る料金 

  パスカードの交付は、無償とする。ただし、交付を受けた者の責めに帰すべき理由による再発

行の場合は、実費に相当する額を徴収する。 

 

(3) パスカードの交付の条件 

  ① パスカードは、交付を受けた者以外利用できないものとする。ただし、交付を受けた者が

市内に住所を有する者であるときは、当該交付を受けた者の同居の家族に限り、利用できる

ものとする。 

  ② パスカードは、譲渡し、貸与し又は担保に供してはならない。（市内に住所を有する者の

家族に利用させる場合を除く｡)  

譲渡し、貸与し又は担保に供した者は、交付を受ける資格を喪失するものとする。 

  ③ パスカードの有効期間は、発行の日から１年間とする。（有効期間満了の通知等は行わな

い｡) 

④ 有効期間が満了したとき（有効期間の更新を受けようとするときを含む｡)、交付資格を喪

失したときは、パスカードを返却すること。 

⑤ 交付申請書の記載事項に変更が生じたとき、パスカードを紛失したときは、その旨を届け

出ること。 

⑥ パスカードの再発行を受けようとするときは、再交付の申請を行うこと。この場合におい

て、パスカードの折損、紛失その他交付を受けた者の責めに帰すべき理由によるときは、実

費に相当する額を納付すること。 

⑦ 駐車場が満車のときは、パスカードを交付された者であっても利用できない。 

 

 (4) その他 

  ① パスカードは、指定管理者が作成し、不正利用、盗難等が発生しないよう厳重に管理する

とともに、毎日の発行数、残数等の管理・記録を適正に行い、毎月、発行状況等を市に報告

すること。 

② パスカードの交付申請者、カード発行者等のデータは、管理台帳等を作成の上、指定管理

者が一括して管理し、同一人等への重複交付等が生じないように留意するとともに、個人情

報の保護について万全の措置を講ずること。 

  ③ 利用者に対する申請手続、発行の手順、注意事項等の周知については、指定管理者による

管理事務所窓口での説明、掲示、リーフレット等への掲載のほか、市のホームページ及び指

定管理者のホームページへの掲載により、施設の円滑な利用に支障が生じないように措置す

るとともに、申請に必要な様式等については、窓口への備付け、ホームページからのダウン

ロードにより入手できるようにすること。 

④ 関係者等へのパスカードの交付 

・「２(1)」により駐車場使用料を免除する場合で、必要があると認めるときは、当該免除措置

を受ける者から、事前に申請（市が申請の必要がないと認める場合を除く｡)を受けた上で、

期限を定めてパスカードを交付するものとする。 

・その他、市からの指示等に基づき、市（関係課）、指定管理者（再委託先等を含む）、委託業



者、送迎バス、消防、警察その他関連団体等にパスカードを交付するとともに、関連事業者

等への周知に努めるものとする。 

 


